
ＡRT ＳPOT ＬADO 使用規定 
◎ 申し込み手続き  
◇ アート・スポット・ラドは展示・表現・研究・発表のスペースとしてお貸しします。 
◇ ご希望の方は、使用申込書に企画書を添えて、ＦＡＸまたは郵送でお申し込み下さい。確認後、本契約

手続きの連絡をさせていただきます。 
◇ 内容によっては使用をお断りする事もありますので、予めご了承下さい。 
◇ 尚、電話または口頭でのお申し込みはお受け致しておりません。 

◎ 契約 
◇ ご使用料金は、ご契約一週間以内に予約金として、半額を指定銀行口座にお振込み下さい。 
◇ 残金は、使用前日迄にお振込み下さい。 
◇ 使用者のご都合による解約に対しては、返金致しませんのでご了承下さい。 

◎ 注意事項 
◇ 搬入物、展示品等の保管につきましては、出来るだけ注意いたしますが、ご使用中の火災、盗難、汚損、

破損などの不慮の災害に対しましては、当方は責任を負いかねますのでご了承下さい。 
◇ 当施設の設備、機器備品を破損、汚損された場合は、損害を実費負担していただきます。 
◇ 使用期間中、ご使用者側の責任者は必ず常駐して下さい。 
◇ 案内状、目録、発送諸費用、看板・ポスター等は、ご使用者側で用意してください。 
◇ 当施設内は禁煙です。 
◇ 使用期間中に出たゴミは、全てお持ち帰り下さい。 
◇ 後片付けは、最終日に完全撤去して下さい。 
◇ 当施設のご使用確定後、或いは使用中でも、下記のような場合にはご使用を中止させていただきます。

尚、この場合の損害賠償は致しません。 
・ 使用申込書による使用目的、内容等に変更のある場合には、必ず事前にお申し出下さい。その場合、

検討のうえ、使用をお断りする場合もあります。 
・ 使用規定に違反した場合、また使用方法について当施設の責任者が危険とみなしたとき。 
・ 関係諸官庁より中止命令が出たとき。 

◇ 使用権の転貸または譲渡は認めません。 
◇ 入場定員(椅子六十席)は厳守していただきます。 
◇ 当施設に駐車場はございません。 

〒１０１－００５１ 東京都千代田区神田神保町１－３ 有限会社 神田時来組 

ＦＡＸ ０３－３２９５－０５２０  担当：根岸 

アート・スポット・ラド 使用申込書 
アート・スポット・ラド使用規定を承認の上、申し込みます       年  月  日 
催事名 
使用目的・内容 
使用期間   年  月  日～  年  月  日  (   日間) 

氏 名                    ㊞ tel 
住所                       fax 
所属団体名                 mail  
ご紹介者                  備 考 




